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衆
議
院
議
員
佐
藤
ゆ
う
こ
君
提
出
消
費
税
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
九
月
の
政
権
交
代
後
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
す
る
財
政
支
出
等
に
つ
い
て
は
厳
し
く
見
直
し
て
き
て
い

る
。例

え
ば
、
独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
財
政
支
出
に
つ
い
て
は
、
鳩
山
内
閣
に
お
い
て
編
成
さ
れ
た
平
成
二
十
二
年
度
当
初

予
算
に
お
い
て
は
対
前
年
度
比
二
千
六
百
二
億
円
減
の
三
兆
千
六
百
二
十
六
億
円
、
菅
内
閣
に
お
い
て
編
成
さ
れ
た
平
成
二

十
三
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
は
対
前
年
度
比
千
七
百
四
十
五
億
円
減
の
二
兆
九
千
八
百
八
十
一
億
円
、
野
田
内
閣
に
お
い

て
編
成
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
は
対
前
年
度
比
千
二
百
三
十
二
億
円
増
の
三
兆
千
百
十
三
億
円
と
な
っ
て

い
る
。
な
お
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
出
の
う
ち
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
に
計
上
さ
れ
た
支

出
を
除
く
と
、
対
前
年
度
比
十
九
億
円
減
の
二
兆
九
千
八
百
六
十
二
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
事
業
仕
分
け
の
結
果
等
を
踏
ま
え
て
予
算
に
計
上
し
た
独
立
行
政
法
人
か
ら
の
不
要
資
産
の
国
庫
納
付
の
見
込
額

に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て
は
六
千
六
百
四
十
八
億
円
、
平
成
二
十
三
年
度
当
初
予
算
に
お
い
て

は
一
兆
三
千
七
百
十
七
億
円
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
お
い
て
は
三
十
五
億
円
と
な
っ
て
い
る
。

一



二
に
つ
い
て

名
古
屋
市
を
管
轄
と
す
る
九
つ
の
税
務
署
（
う
ち
三
つ
の
税
務
署
は
、
名
古
屋
市
以
外
の
豊
明
市
、
日
進
市
、長
久
手
市
、

清
須
市
、
北
名
古
屋
市
、
愛
知
郡
及
び
西
春
日
井
郡
に
つ
い
て
も
管
轄
と
し
て
い
る
。
）
の
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
消

費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
収
納
済
額
の
合
計
は
、
四
千
五
百
六
億
円
で
あ
る
。

ま
た
、
愛
知
県
下
の
二
十
の
税
務
署
の
同
年
度
に
お
け
る
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
収
納
済
額
の
合
計
は
、
七
千
七
百

十
億
円
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

地
方
消
費
税
は
、
地
方
税
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
財
源
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
輸
出
戻
し
税
額
は
、
輸
出
免
税
に
係
る
還
付
税
額
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
消
費
税
の
申
告
手
続
に
お
い
て
、

還
付
税
額
の
内
訳
を
そ
の
原
因
ご
と
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
な
い
た
め
、
輸
出
免
税
に
係
る
還
付
税
額
は
把
握
し
て
い

な
い
。

五
に
つ
い
て

二



与
党
が
掲
げ
た
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
内
容
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
誠
実
に
取
り
組
む
こ
と
が
基
本
と
考

え
る
。
他
方
、
個
々
の
政
策
を
実
行
に
移
す
際
に
は
、
そ
の
時
々
の
経
済
社
会
情
勢
や
国
際
情
勢
の
変
化
、
政
策
の
優
先
順

位
等
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
抜
本
的
な
改
革
」
や
「
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
の
「
抜
本
的
な
社
会
保
障
改
革
」
が
具
体
的
に
何
を
指

す
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
社
会
保
障
改
革
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
の
関
連
法
案
の
策
定
や
提
出
等
に

当
た
っ
て
、
「
社
会
保
障
・
税
一
体
改
革
大
綱
」
（
平
成
二
十
四
年
二
月
十
七
日
閣
議
決
定
）
や
「
社
会
保
障
の
安
定
財
源

の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
及
び
社
会
保
障
の

安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
の
国
会
提
出
に
伴
う
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
閣
議
決
定
）
の
別
添
「
社
会
保
障
改
革

工
程
表
」
等
に
お
い
て
、
そ
の
方
向
性
や
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
連
法
案
の
国
会
審
議
の

状
況
等
も
踏
ま
え
て
、
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
政
府
内
で
は
、
厚
生
労
働
省
を
始
め
と
す
る
社
会
保
障
制
度
を
所
掌
す
る
府
省
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
掌
す
る

三



制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

国
際
通
貨
基
金
が
平
成
二
十
四
年
六
月
十
二
日
に
公
表
し
た
「
国
際
通
貨
基
金
代
表
団
の
コ
ン
ク
ル
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ス
テ

ー
ト
メ
ン
ト
」
（
以
下
「
声
明
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
承
知
し
て
い
る
。
声
明
は
、
国
際
通
貨
基
金
協
定
第

四
条
に
基
づ
き
毎
年
実
施
さ
れ
る
同
基
金
に
よ
る
対
日
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
同
基
金
の
代
表
団
が
作
成
し
た
も
の
で
あ

り
、
財
務
省
等
に
対
し
、
同
日
に
送
付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
対
外
的
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
当
該
代
表
団
は
、
七
名
か
ら
な
り
、
財
務
省
か
ら
の
出
向
者
が
一
名
含
ま
れ
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

経
済
成
長
と
財
政
健
全
化
は
、
車
の
両
輪
と
し
て
同
時
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
い
る
。

九
に
つ
い
て

今
回
の
改
革
後
に
お
け
る
消
費
税
を
含
む
税
制
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
少
子
高
齢
化
の
状
況
、
財
政
及
び
経
済
の
状
況

等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

四



法
人
実
効
税
率
の
引
下
げ
は
、
企
業
の
税
引
後
利
益
を
増
加
さ
せ
、
厳
し
い
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
我
が
国
企
業

の
競
争
力
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
増
加
や
投
資
の
収
益
の
改
善
等
に
よ
り
、

投
資
や
雇
用
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

平
成
二
十
二
年
度
決
算
に
お
け
る
法
人
税
の
税
収
は
、
八
兆
九
千
六
百
七
十
七
億
円
で
あ
る
。
お
尋
ね
の
平
成
十
二
年
度

当
時
の
税
率
で
計
算
し
た
場
合
の
法
人
税
の
税
収
の
試
算
に
つ
い
て
は
、
行
っ
て
い
な
い
。
な
お
、
平
成
十
二
年
度
か
ら
二

十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
、
法
人
税
の
基
本
税
率
は
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
維
持
さ
れ
た
一
方
、
平
成
二
十
一
年
度
に

お
い
て
は
、
中
小
法
人
等
の
八
百
万
円
以
下
の
所
得
に
対
す
る
軽
減
税
率
が
二
十
二
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
十
八
パ
ー
セ
ン
ト
に

引
き
下
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る
減
収
額
を
千
百
億
円
と
見
込
ん
で
い
た
。

五


